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湖沼水質保全特別措置法及び湖沼水質保全計画 
１ 湖沼水質保全特別措置法の体系 

 

湖沼水質保全基本方針（環境大臣） 
・湖沼の水質の保全に関する基本構想 
・湖沼水質保全計画の策定､流出水対策地区、湖辺

環境保護地区の指定､その他指定湖沼の水質の

保全のための施策に関する基本的な事項 

湖沼指定の申出（都道府県知事） 

指定湖沼･指定地域の指定 
（環境大臣） 

関係市町村長 
の意見聴取 

流出水対策地区の指定 
（都道府県知事） 

・指定地域の住民の意見聴取 
・関係市町村長の意見聴取 
・河川管理者協議 

湖辺環境保護地区の指定 
（都道府県知事） 

水質改善に資する植物の採

取等の制限 

（注）網かけ部は平成 17 年法改正 
  による主な改正内容 

湖沼水質保全計画 
（都道府県知事） 

・湖沼水質保全計画の計画期間 
・湖沼の水質の保全に間する方針 
・湖沼の水質の保全に資する事業に関す

ること 
・湖沼の水質の保全のための規制その他

の措置に関すること 

流出水対策推進計画 
（都道府県知事） 

・流出水対策の実施の推進に圏する方針 
・流出水の水質を改善するための具体的

方策に関すること 
・流出水対策に係る啓発に関すること 

閣議決定 

関係市町村長の意見聴取 

都道府県知事の意見聴取 

閣議決定 

・指定地域の住民の意見聴取 
・事業実施者､関係市町村長の意見聴取 
・河川管理者協議 
 

環境大臣の協議 公害対策会議 

水質保全に資する事業の実施 

汚濁負荷削減のための規制 

① 湖沼特定施設に対する汚濁負荷量の規制 
従来の新増設に加え､既存の工場･事業場も対象 

② みなし指定地域特定施設に対する排水規制 
  ［対象］一定規模のし尿浄化槽等（水濁法の特定施設になっていないもの） 

③ 指定施設､準用指定施設に対する構造､使用方法の規制 
  ［対象］畜舎･魚類養殖施設（排水基準による規制により難いもの） 

（さらに必要な場合） 
④ 総量規制 

その他の措置 

都道府県知事の申出等により環境大 
臣が総量削減指定湖沼を指定 

法、基本方針、通知 
に示された手続き 

・下水道､農業集落排水施設､合併処理浄化槽の整備､浚渫等の事業を計画的に実施 
・流出水対策(雨水地下浸透や貯留推進､農地の水管理の改善や適正施肥の実施等 

目 的 
「湖沼の水質の保全を図るため」 

①湖沼水質保全基本方針の策定 
②環境基準の確保が緊要な湖沼について 

→湖沼水質保全計画の策定 
→必要な規制等 

⇩ 
「国民の健康で文化的な生活の確保に寄与」 

    

    

参考資料２ 
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２ 湖沼水質保全計画の策定フロー 

 

 
 

湖沼特性の把握と整理 
 
・湖沼のもたらす恩恵 
・指定地域内の人の生活や産業活動と汚濁負荷発生源の的確な把握 
・事業や規制等による汚濁負荷量の低減効果 
・排出汚濁負荷量と水質の関係 

長期ビジョンの共有 
・望ましい湖沼の水環境および流域の状況等に

係る将来像の共有 
・分かりやすい指標の設定 

水質保全対策の検討 
 
○計画期間内に実施すべき対策 
・実施することが可能な水質保全対策 
・水質保全効果のある､水循環回復､生態系保全

に係る対策を含む。 
・主体別には、 

(1)行政主体の取組 
(2)地域住民､事業者による取組 
(3)行政､地域住民及び事業者の協働 

 による取組 
 
○中長期的に具現化していくべき対策 
・道筋の根拠となる総合的対策の検討 
 

住民意

見の聴

取等 
・パブリ

ックコメ

ントの実

施 
・公聴会、

意見交換

会等の開

催など 

湖沼水質保全計画 
（案）の策定 

・湖沼特性の概要 
・共有された長期ビジョン 
・計画期間 
・計画期間内に達成すべき目

標と実施すべき対策 
・計画目標及び対策と長期ビ

ジョンをつなぐ道筋 

湖沼水質保全計画の決定 

活用 

共有 
望ましい将来像を示した既存計画等 

都道府県､関係市町村 

地域住民､事業者 

流出水対策地区の指定／ 
 流出水対策推進計画（案）の策定 
・流出水対策の実施の推進に関する方針 
・流出水の水質を改善するための具体的な方

策に関すること 
・流出水対策に係る啓発に関すること 
・その他必要な措置に関すること 

湖辺環境保護地区の指定 
 及び維持管理計画の策定 
・植生の保全に関する基本的事項 
・維持管理活動に関する事項 
・普及啓発 
・関係者の協力体制 

効果の検証と計画の見直しを可能に

する仕組み 
・対策の具体的な実績の把握方法 
・対策効果の把握方法（モニタリング） 

対策を促進する方法や仕組み 
・必要な措置 

 

法､基本方針､通知に示さ 
れた手続き 

国の関係行政機関 

必要に応じて実施すべき 
協謙・調整、諮問・説明 
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３ 湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼 

（１）位置図 

 

 
 
 
 
（２）湖沼水質保全計画策定状況一覧（令和 5 年度現在） 
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４ 湖沼水質保全特別措置法（抜粋） 

 

（湖沼水質保全計画） 

第四条 都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、湖沼水質

保全基本方針に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施

すべき施策に関する計画（以下「湖沼水質保全計画）と言う。）を定めなければならない。 

２ （略） 

３ 湖沼水質保全計画においては、次の事項を定めるものとする。 

一 湖沼水質保全計画の計画期間 

二 湖沼の水質の保全に関する方針 

三 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事

業に関すること。 

四 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること。 

４ 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、

あらかじめ、公聴会の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

５ 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとするときは、当該湖沼水質保全計画を定めら

れる事業を実施する者（国を除く。）及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管

理する河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条において準用

する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。以下同じ。）及び環境大臣に協議しなければな

らない。 

６ 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。 

７ 都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めると

ともに、関係市町村長に送付しなければならない。 

８ 第２項及び第４項から前項までの規定は、湖沼水質保全計画の変更について準用する。 

 


